
滋
賀
。宮
町
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
滋
賀
県
甲
賀
郡
信
楽
町
宮
町

２
　
調
査
期
間
　
　
第

一
三
次
調
査
　
一
九
九
三
年

（平
５
）
七
月
１

一
九
九

四
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
信
楽
町
教
育
委
員

ソ会

４
　
調
査
担
当
者
　
鈴
木
良
章

。
高
橋
加
奈
子

５
　
遺
跡
の
種
類
　
宮
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
入
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

宮
町
遺
跡
は
、
国
指
定
史
跡
紫
香
楽
宮
跡
の
北
方
約
二
血
に
位
置
す
る
。
後

者
に
残
存
す
る
礎
石
の
配
置
が

寺
院
遺
構
を
示
し
て
い
る
た
め
、

紫
香
楽
宮
跡
の
所
在
地
に
つ
い

て
は
種
々
の
見
解
が
あ
っ
た
。

一
九
六
九
年
か
ら
始
ま
っ
た
県

営
圃
場
整
備
事
業
で
、
三
本
の

耐

柱
根
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
き

水

っ
か
け
と
し
て
、
宮
町
遺
跡
が

そ
の
候
補
地
の

一
つ
と
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。　
一
九
八
三
年
度
の
第

一
次
調
査
か
ら
数
え
て
、　
一
九
九
四

年
度
末
現
在
で

一
七
次
に
お
よ
ぶ
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
に
木
簡
が
出
上
し
た
の
は
、　
一
九
八
六
年
度
の
第
四
次
調
査
、　
一

九
九
二
年
度
の
第

一
二
次
調
査
、　
一
九
九
三
年
度
の
第

一
三
次
調
査
の
三
回
で

あ
る
。
第
四
次
調
査
の
概
要
は
本
誌
第

一
〇
号
で
報
告
し
た
が
、
若
千
補
足
す

る
。
第

一
二
次
調
査
出
上
の
木
簡
は
、
文
字
の
判
読
が
で
き
な
い
墨
付
の
小
片

一
点
の
み
で
あ
る
の
で
、
省
略
す
る
。
こ
こ
で
は
主
に
第

一
三
次
調
査
出
土
木

簡
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

第

一
三
次
調
査
で
は
、
四
つ
の
ト
レ
ン
チ
を
設
定
し
た
。
こ
の
う
ち
木
簡
が

出
土
し
た
の
は
、
第
ニ
ト
レ
ン
チ
南
半
部
で
、
第
四
次
調
査
の
木
簡
出
土
地
点

（Ｓ
Ｄ
工全

一
七
）
の
東
約

一
〇
〇
ｍ
に
あ
た
る
。
第
ニ
ト
レ
ン
チ
南
半
部
で

は
、
中
央
を
横
切
る
谷
Ｓ
Ｖ

一
三
二
五
人
を
、
宮
の
造
営
に
と
も
な
っ
て
短
期

間
で
埋
め
立
て
て
整
地
し
、
そ
の
直
後
に
Ｓ
Ｄ

一
三
二
五
〇

。
一
三
二
五
五
と

Ｓ
Ｄ

一
三
二
五
六
の
二
条
の
溝
を
掘
削
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

谷
Ｓ
Ｖ

一
三
二
五
人
は
、
北
東
か
ら
南
西
に
伸
び
る
幅
三
〇
―
四
〇
ｍ
の
浅

い
谷
で
、
こ
れ
を
埋
め
立
て
た
整
地
土
の
中
か
ら
、
木
簡
、
「御
厨
」
「
石
」
な

ど
の
墨
書
土
器
、
「□
厨
司
水
」
と
書
か
れ
た
線
刻
土
器
、
和
同
開
珠
、
土
師

器
、
須
恵
器
、
角
材
な
ど
が
出
上
し
た
。
角
材
の
う
ち

一
点
は
、
年
輪
年
代
測

定
法
に
よ
っ
て
、
七
四
二
年

（天
平
一
四
）
に
伐
採
さ
れ
た
と
い
う
結
果
が
で

て
い
る
。
整
地
の
時
期
は
こ
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

溝
Ｓ
Ｄ

一
三
二
五
〇
と
Ｓ
Ｄ

一
三
二
五
五
は

一
連
の
溝
と
考
え
ら
れ
、
幅
約



1994年 出上の木簡

二

・
五
―
四

・
Ｏ
ｍ
、
深
さ
約
○

。
四
ｍ
で
あ
る
。
木
簡
、
土
師
器
、
須
恵
器
、

ヤ
マ
モ
モ

・
ナ
ツ
メ

。
ブ
ド
ウ
な
ど
の
種
子
が
出
土
し
た
。
溝
Ｓ
Ｄ

一
三
二
五

六
は
、
幅
〇

・
六
ｍ
、
深
さ
○

。
二
ｍ
で
、
右
記
の
溝
Ｓ
Ｄ

一
三
二
五
〇

・
一

三
二
五
五
に
よ
っ
て
切
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
木
簡
、
土
師
器
、
須
恵

器
、
「石
」
の
墨
書
土
器
、
鳥
形
、
木
杓
子
、
右
と
同
様
の
種
子
な
ど
が
出
土

し
た
。
こ
の
二
条
の
溝
は
、
掘
削
後
、
ご
く
短
期
間
だ
け
機
能
し
た
あ
と
、
埋

め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
第
ニ
ト
レ
ン
チ
北
半
部
で
は
、
掘
立
柱
建
物
や
溝
が
検
出
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
第

一
ト
レ
ン
チ
で
は
二
条
の

一
本
柱
列
、
数
条
の
溝
そ
の
他

が
検
出
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
溝
Ｓ
Ｄ

一
三

一
二
二
は
、
第
四
次
調
査
で
木
簡

が
出
土
し
た
溝
Ｓ
Ｄ
六

一
一
七
の
東
の
延
長
部
分
で
あ
る
が
、
今
回
の
埋
土
に

は
木
簡
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

宮
町
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
は
、　
一
九
九
四
年
末
現
在
で
約

一
五
〇
点
を

数
え
る

（う
ち
削
暦
約
一
二
〇
点
）。
こ
こ
で
は
、
整
理
を
終
え
た
分
の
中
か
ら

三
九
点
に
つ
い
て
、
釈
文
を
掲
げ
て
検
討
す
る
。

一　
第
四
次
調
査

Ｓ
Ｄ
六
一
一
七

〔王
ヵ
〕

弐
垂
見
□

回
王

含
い
φ
）
×

（
卜
『
）
×
∞
　
ｏ
∞
Ｐ

Ｒ
奈
加
工

Ｒ
　
□

〔七
ヵ
〕

天
平
十
回
年

〔幡
ヵ
〕

Ｒ
小
□

Ｒ
淡
□

〔刑
ヵ
〕

口

弐
志
×

（
Ｐ
Ｏ
釦
）
×

（
卜
〇
）
×
い
　
ｏ
∞
μ

（
牌
〇
∞
）
×

（
∞
］
）
×
『
　
ｏ
∞
騨

他)

（
囀

Ｃ

×

金

じ

×

『
　

ｏ
曽

含

ω
９

×

６

∪

×

⇔
　

Φ
∞
μ

Ｐ
⇔
∞
×

］
卜
×

∞
　

ｏ
∞
］

こ
れ
ら
は
、
す
で
に
本
誌
第

一
〇
号
で
報
告
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
赤
外

線
テ
レ
ビ
で
再
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
釈
文
を
改
め
る
必
要
が
生
じ
た
も
の
が
あ

る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
こ
こ
で
補
足
報
告
す
る
。

②
に
は
、
二
行
と
も
合
点
が
あ
る
こ
と
が
新
た
に
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
「奈
加
工
」
と
い
う
王
名
に
合
点
が
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
ω
ｌ
働
は
同

一
の
木
簡
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
か
ら
、
ω
の

「垂

見
〔匪
咤

②
の
二
行
日
の

「□
」
、
い
の

「柱
酔
梵
「淡
□
」
、
働
の

「志
と

な

ど
の
合
点
を
付
す
る
も
の
も
王
名
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、

い
ｌ
⑬
は
、
王
名
を
列
挙
し
た
大
型
の
木
簡
に
、
何
ら
か
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
な

<
仄

占戻

□充

石∪

□
呂



っ
て
合
点
を
施
し
た
も
の
の
断
片
で
あ
ろ
う
。

０
は
、
前
回
は
品
目
名
が
読
め
な
か
っ
た
が
、
「炭
」
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
ま
た

「酢
　
肋
的
「〕石
□
呂
」
な
ど
の
釈
文
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

炭
の
支
給
に
関
す
る
伝
票
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

一
一　
第

一
三
次
調
査

Ｓ
Ｄ
一
三
二
五
〇

０
　
。
「山
背
回
司
解
解
宮
　
　
　
　
（他
一軍
削
り
残
リ
ヤ
重

后
后
皇
后
　
　
　
　
　
　
ネ
書
キ
ノ
習
書
ア
リ
）

皇

后

宮

職
職
職

皇
后
宮
皇
后
宮

【煮
力
〕

□
　
□

「行鐵

一
百
廷

有
有
有

l161    11e    llっ     l131llり

。
「
＜
駿
河
国
有
度
□
…
…
□
煮
堅
」

Ｓ
Ｄ

一
三
二
五
五

〔
調
力
〕

。
「
　
　
　
足

解
解
解

　

足
足

解

解

解

〔
日
ヵ
〕

天
平
十
五
年
十
月
十
三
□

「重
捌
拾
漆
□

蝕
ヵが

「第
〔養
ヵ
〕

□
大
□

司
」
ナ
ド

キ
ア
リ
）

（
Φ
『
）
×
卜
ｏ
×
∞
　
ｏ
μ
Φ
＊

（
∞
⇔
）
×
∞
ｏ
×
卜
　
ｏ
∞
Ｐ

（
騨
Ｏ
Φ
）
×

（
］
Ｐ
）
×
∞
　
Φ
∞
岸

（
明
∞
）

×

μ
ド
×
μ
　
ｏ
∞
騨

含
］
い
）
×
岸
Φ
×
∞
　
Φ
∞
ド

〇
〇
〕

（他
ニ
モ

「

ノ
重
ネ
書

l19 llll    l101   (9)   (8)

911      901    1191 l10

〔
薩
ヵ
〕

「
＜
□
□
□
心
太

一
古

。
マ
魚
人
斤
醍
ヵ一
…
　
　
」

（
⇔
牌
十
ω
］
）
×

］
Ｐ
×
卜
　
ｏ
∞
］
＊

〔
総
朝
ヵ
〕

冨

目

日

□

霧
蹄
ド

ロ

日

□

入
三
斗
」

日
日

日
□

調
荒
堅
魚
壱
拾
壱
斤
壱
拾
両
＜
」
］
Ｐ∞
〉〈中心
〉〈卜　　〇∞∞
（〇∞
Ｐ）

。
「
＜
越
前
国
江
沼
郡
八
田
郷
戸
主
江
沼
臣
五
百
依
戸
口
×

。
「
＜
　
　
　
　
　
　
天
□
□
五
年
十

一
月
二
日

〔平
十
ヵ
〕
　

　

　

　

（］ｅ

巡
受
６
８
望

（
］
∞
伽
）
×

］
『
×

『
　

ｏ
∞
ｏ

Ｐ
∞
ヽ
×

Ｎ
『
×

卜
　

ｏ
∞
ω



「
＜

日
日

――
□
□
□
龍
麻
呂
調
塩
三
半
」

「
く
回
□
調
塩
三
斗
＜
」

「＜日
」ョ【酌
叱

中
男
賠

一
斗

，

日

日

〔国
ヵ
〕

□□任

□
□

造
大
雄
剛
己

請
大
徳
□

越
前
国
足
羽

回
事

④   卿 90    90    90   931   9〕

e61 eo    oっ

・世
面

［――
―Ｉ
Ｌ
瑚
伊
□

1994年 出上の本簡

⑫  6→  130 991

Ｒ
こ

択

∞
痢
×

『
　

禽
ヽ

∞
Ｐ
∞
×

∞
ω
Ｘ
い
　

０
∞
μ

（
Ｐ
Φ
］
）
×

∞
ω
×

ф
　

Φ
∞
Φ

合

ｅ

ｘ

障

ｘ
”

ｏ
留

含
〕
０
）
×

（
騨
御
）
×
∞
　
０
∞
ド

（協
）Ｘ
（Ｓ
）ｋ
い
　
０営

・
「
＜
　
調
荒
堅
魚
七
連

一
節

「御
炊
殿
食
　
艶
餅〔呂
ヵ
〕
〔
十
ヵ
〕

３

騨

Ｓ
Ｄ

一
三
二
五
六

ω
　
。
「
＜
駁
河
回
駿
河
郡
宇
良
郷
戸
主
春
日
部
小
麻
呂
戸
春
日
＝

＝
部
若
麻
呂
」

□
□
月
十
六
日
□
□
□
月
十
回

eヵ

□
回
回
□

・

ｌ

廿

・

ｌ

！

□
□

開

Ш

・
　

ｌ

！

e9

「醜
評
寺

Ｓ
Ｄ

一
三
二
五
八

⑩

　

「
＜
参
河
国
播
豆
同
―‐

―‐
□
＜
」

天
平
±
一部
・計
期
∝
ｏ∞干

含
岳
）
ｘ
（馬
）
※
ド
　
０お

（
い
ヽ
〇
）
Ｘ
”
卜
Ｘ
ヽ
　
９
Ｈ

Ｃ
ｄ
）
Ｘ
（報
）
Ｘ
『　
ＯＲ

（８
∞
）
×
導
Ｘ
卜
　
ｏ曽

（
ａ
や
）
Ｘ
（０
）
Ｘ
∞
　
⇔
∞
や
＊

ド

皮

桜

×
∞

寓

牌

91



⑦
は
習
書
木
簡
で
あ
る
。
「山
背
国
司
解
」
「皇
后
宮
職
」
な
ど
の
文
字
が
注

目
さ
れ
る
。
こ
の
木
簡
は
、
宮
町
遺
跡
で
書
か
れ
た
可
能
性
が
強
い
か
ら
、
紫

香
楽
宮
に
い
た
皇
后
宮
職
関
係
者
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
紫
香

楽
宮
と
山
背
国
府
と
の
間
に
官
人
の
往
来
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。

⑫
ｌ
⑭
、
い
ｌ
⑫
は
削
暦
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
ふ
く
め
て
多
く
の
削
婿
が
出

土
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
溝
Ｓ
Ｄ

一
三
二
五
〇

。
一
三
二
五
五
の
近
辺
で
事
務

が
取
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
施
設
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

後
述
の
よ
う
に
、
⑥
側
は
伝
票
的
な
も
の
、
働
的
は
帳
簿
で
あ
る
。
ま
た
い
１

０
は
、
列
挙
し
た
王
名
を
他
の
資
料
と
照
合
す
る
と
い
う
事
務
作
業
が
行
な
わ

れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
削
婿
、
伝
票
的
木
簡
、
帳
簿
や
、
王
名
を
記
し
た
ω
ｌ
⑬
は
、
宮

町
遺
跡
の

一
郭
に
事
務
官
と
そ
の
施
設
か
ら
な
る
事
務
機
構
が
存
在
し
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
宮
町
遺
跡
は
紫
呑
楽
宮
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
事
務
官

と
事
務
機
構
と
は
、
紫
香
楽
宮
の
官
人
と
官
庁
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

側
は
、
現
状
で
は
二
片
に
分
離
し
て
い
る
が
、
同

一
木
簡
と
考
え
ら
れ
る
。

中
間
部
分
は
欠
失
し
て
い
る
。
「有
度
」
の
下
に
わ
ず
か
に
墨
が
残
っ
て
い
る
。

そ
の
位
置
関
係
や
残
画
か
ら
み
て

「郡
」
で
あ
ろ
う
。
記
載
内
容
か
ら
み
て
も
、

駿
河
国
有
度
郡
と
続
い
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
さ
ら
に
そ
の
下
の
欠
失
部
分
に
、

郷
名
、
人
名
が
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

裏
面
の
数
字
は

「
人
斤
五
両
」
で
あ
る
。
養
老
賦
役
令
１
調
絹
絶
条
に
は
、

正
丁

一
人
分
の
調
雑
物
と
し
て

「煮
堅
魚
十
五
斤
」
と
み
え
る
。
こ
れ
は
小
斤

で
あ
る
の
で
、
大
斤
に
換
算
す
る
と
人
斤
五
両
人
鉢
と
な
り
、
人
鉢
を
切
り
捨

て
て
貢
納
額
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ぎ
に

「煮
堅
」
の
上
の
文
字
は
、

腐
蝕
に
よ
っ
て
や
や
不
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
が
、
残
画
か
ら
み
て

「調
」
で
あ

る
可
能
性
は
き
わ
め
て
高
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
駿
河
国
有
度
郡

（静
岡

市
南
半
）
の
調
の
煮
堅
魚
の
荷
札
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
荷
札
は
、
側
―
的
⑬
⑬
の
一
一
点
出
土
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
国

名
が
わ
か
る
の
は
、
駿
河
国
⑫
⑬
、
上
総
国
⑬
、
越
前
国
四
、
参
河
国
⑩
の
四

カ
国
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
が
、
『続
日
本
紀
』
天
平

一
五
年

（七

四
一一）

一
〇
月
壬
午

（
三
ハ
日
）
条
に
み
え
る
つ
ぎ
の
記
事
で
あ
る
。

東
海
東
山
北
陸
三
道
廿
五
国
今
年
調
庸
等
物
、
皆
令
貢
於
紫
香
楽
宮

こ
れ
は
、
東
日
本
の
三
道
諸
国
の
調
庸
物
を
紫
香
楽
宮
に
運
び
込
む
よ
う
に

命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
天
平

一
五
年
の
上
記
諸
国
の
調
庸
物
は
、
紫
香
楽
官
に

運
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
き
の
四
カ
国
は
、
東
海
道
と
北
陸
道
に
属
し
て
い
る

の
で
、
こ
の
指
令
に
よ
く
合
致
す
る
。
上
の
指
令
に
も
と
づ
い
て
紫
香
楽
官
に

運
ば
れ
て
き
た
調
の
荷
札
と
考
え
ら
れ
る

（⑬
に
つ
い
て
は
後
述
）。

こ
れ
ら
の
木
簡
は
、
荷
物
の
中
身
を
消
費
し
た
た
め
に
、
梱
包
材
と
と
も
に

ゴ
ミ
と
し
て
廃
棄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
水
流
な
ど
で
廃
棄
後
に
大
き
く
移

動
し
て
い
な
け
れ
ば
、
出
土
地
点
の
近
く
で
消
費
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
諸
国
か
ら
逗
ば
れ
て
き
た
荷
物
の
中
身

（調
庸
物
）
は
、
宮
町
遺

跡
で
消
費
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
、
宮
町
遺
跡
が
紫
香
楽
宮
に
他

な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
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い
は
、
腐
欲
が
か
な
り
進
ん
で
お
り
、
肉
眼
で
は
全
面
に
墨
痕
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
程
度
で
あ
る
が
、
赤
外
線
テ
レ
ビ
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
読
む
こ
と
が

で
き
た
。
上
端
は
腐
蝕
し
て
い
る
が
、
原
形
を
保
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
ま

た
、
上
端
近
く
の
左
側
に
切
り
込
み
の
あ
と
が
ご
く
わ
ず
か
残
っ
て
い
る
。
残

存
し
て
い
る
右
半
分
の
下
端
も
、
原
形
が
残
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
が
、
腐

蝕
が
激
し
く
断
定
し
に
く
い
。
こ
れ
か
ら
み
て
、
〇
三
九
型
式
七
す
る
の
が
適

当
で
あ
ろ
う
。

墨
書
は
片
面
だ
け
に
あ
る
。
上
か
ら
二
文
字
日
と
三
文
字
目
は
、
か
ろ
う
じ

て

「総
朝
ヵ
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
木
簡
は
荷
札
で
あ
る
か
ら
、
上

端
付
近
の
こ
の
二
文
字
は
国
郡
名
の
は
ず
で
あ
る
。
国
郡
名
で

「総
朝
」
の
組

み
合
わ
せ
は
、
上
総
国
朝
夷
郡
の
ほ
か
に
は
な
い
。
中
ほ
ど
部
分
の

「輸
鰻
」

の
下
は
、
残
画
か
ら

「調
」
の
可
能
性
が
か
な
り
高
い
。

朝
夷
郡
は
、
一房
総
半
島
の
先
端
部
に
相
当
す
る

（千
葉
県
安
房
郡
白
浜
町
・
千

倉
町
・
九
山
町
・
和
田
町
付
近
）。
こ
の
郡
は
、
ほ
と
ん
ど
の
時
期
は
安
房
国
に

属
し
て
い
た
が
、
つ
ぎ
の
二
時
期
の
み
上
総
国
に
属
し
て
い
た
。
①
養
老
二
年

（七
一
八
）
二
月
以
前
と
、
②
天
平

一
三
年

（七
四
こ
　
一
一
一月
か
ら
天
平
宝
字

元
年

（七
五
七
）
五
月
ま
で
、
で
ぁ
る
。
そ
う
す
る
と
、
「総
朝
」
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
の
木
簡
は
、
朝
夷
郡
が
上
総
国
に
属
し
て
い
た
①
②
の
い
ず
れ
か
の
時

期
の
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
か
は
木
簡
自
体
か
ら
は
決
め
ら
れ
な
い
が
、
伴
出

し
た
須
恵
器

・
土
師
器
か
ら
、
②
の
時
期
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

つ
ぎ
に
、
「輸
復
調
」
と
い
う
記
載
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
特
異
な
表
記
は
、

平
城
京
二
条
大
路
木
簡
中
の
安
房
国
の
木
簡
や
、
平
城
宮
内
裏
外
郭
東
北
隅
の

土
坑
Ｓ
Ｋ
入
二
〇
出
土
の
木
簡
の
中
に
も
見
い
だ
せ
る
。
ま
た
、
煮
堅
魚
ｍ
、

腹
⑬
、
荒
堅
魚
⑩
⑬
、
塩
働
い
を
調
と
し
て
貢
上
す
る
荷
札
木
簡
は
、
平
城

宮

。
平
城
京
か
ら
こ
れ
ま
で
に
多
く
出
上
し
て
い
る
。
官
町
遺
跡
出
土
の
荷
札

は
、
形
態

・
書
式

・
書
風
そ
の
他
の
点
で
、
そ
れ
ら
と
よ
く
似
て
い
る
。
宮
町

遺
跡
出
土
の
荷
札
は
、
平
城
宮

・
京
出
土
木
簡
と
基
本
的
に
同
類
で
あ
る
と
い

い
つヽ
る
。

⑬
は
、
上
端
を
圭
頭
に
整
形
し
、
上
端
側
の
左
右
に
切
り
込
み
が
あ
る
。
下

端
も
原
形
の
ま
ま
で
あ
る
。
型
式
か
ら
す
る
と
、
荷
札
ま
た
は
付
札
で
あ
る
。

墨
書
は
片
面
だ
け
に
あ
る
。
形
状
お
よ
び
下
半
の
文
字
か
ら
す
る
と
、
心
太

（
コ
コ
ロ
ブ
ト
、
コ
ル
モ
Ｃ

が
三
斗
入
っ
た
古

（籠
）
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
札

で
あ
る
。
こ
れ
を
荷
札
と
考
え
る
と
、
「心
太
」
の
上
に
く
る
可
能
性
の
あ
る

記
載
は
、
税
日
、
人
名
、
地
名
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
「心
太
」
の
上
三
文

字
の
冒
頭
は
ほ
ぼ

「薩
」
と
み
て
よ
い
。
薩
で
始
ま
る
三
文
字
の
人
名
と
し
て

は
、
薩
妙
観
な
ど
の
渡
来
系
の
人
名
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
地
名
と
し
て
は
、

薩
摩
国
や
薩
摩
郡
、
阿
波
回
那
賀
郡
薩
麻
駅
が
あ
る
が
、
常
陸
国
久
慈
郡
薩
都

郷
が
注
意
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
文
字
の
中
に
税
目
を
あ
ら
わ
す
文
字
が

絶
対
な
か
っ
た
と
も
断
言
で
き
な
い
か
ら
、
こ
の
三
文
字
の
理
解
は
、
今
の
と

こ
ろ
保
留
し
て
お
き
た
い
。

的
は
、
斜
め
左
下
か
ら
右
上
に
か
け
て
二
次
的
に
切
り
と
ら
れ
て
、
上
端
が

尖
っ
て
い
る
。
ま
た
、
下
端
部
の
右
側
に
切
り
込
み
が
残
っ
て
い
る
。
し
た
が



っ
て
、
現
状
で
は
型
式
番
号
は
〇
三
三
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
下
端

だ
け
に
切
り
込
み
が
あ
る
荷
札
は
稀
で
あ
る
か
ら
、
二
次
加
工
さ
れ
る
以
前
は
、

両
端
の
左
右
に
切
り
込
み
の
あ
る
０
三

一
型
式
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
墨

書
は
、
現
存
部
分
で
は
片
面
だ
け
に
あ
る
。
国
衛
様
書
風
で
書
か
れ
て
お
り
、

数
量
記
載
は
大
字
で
あ
る

（大
字
で
書
か
れ
た
も
の
は
、
他
に
い
が
あ
る
）。
形
態

と
墨
書
か
ら
、
調
の
荒
堅
魚
の
荷
札
木
簡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
木
簡
に
記
さ
れ
る
調
荒
堅
魚
の
重
量
は

一
一
斤

一
〇
両
で
あ
る
。
養
老

賦
役
令
１
調
絹
絶
条
の
正
丁

一
人
分
の
調
雑
物

「堅
魚
汁
五
斤
」
（小
斤
）
を

大
斤
に
換
算
す
る
と

一
一
斤

一
〇
両

一
六
鎌
と
な
る
。
こ
の

一
六
鉢
分
を
カ
ッ

ト
し
て

一
人
分
の
貢
納
量
と
し
た
の
で
あ
る
。
調
の

（荒
・
鹿
）
堅
魚
の
荷
札

は
、
こ
れ
ま
で
に
駿
河
国
、
伊
豆
国
、
志
摩
国
、
阿
波
国
の
も
の
が
出
土
し
て

い
る
。
こ
の
う
ち
阿
波
国
の
も
の
は
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
六
斤
と

い
う
特
徴
的
な
数
量
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
い
は
阿
波
国
の

も
の
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
。

的
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
唯

一
の
中
男
作
物
の
荷
札
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
判

明
す
る
税
目
は
す
べ
て
調
で
あ
る

（口
⑬
⑩
②
ｌ
切
⑬
）。
庸
や
贄
の
荷
札
は
ま

だ
出
土
し
て
い
な
い
。

い
は
ω
と
と
も
に
、
日
付
を
あ
げ
て
何
事
か
を
記
し
て
い
く
内
容
か
ら
み
て
、

帳
簿
の
断
片
と
判
断
さ
れ
る
。

の
の

「造
大
殊
剛
Ч
は

「大
殿
」
「造
―
所
」
の
用
例
か
ら
み
て
、
宮
殿
や

官
庁
な
ど
の
公
の
中
心
的
な
建
物
を
造
営
す
る
部
署
と
判
断
で
き
る
。
「造
大

殿
所
」
は
、
造
離
宮
司
ま
た
は
造
宮
省
と
い
う
紫
香
楽
宮
の
造
営
に
関
連
す
る

会
的
機
関
の
も
と
で
、
「大
殿
」
と
よ
ば
れ
る
建
物
の
造
営
に
あ
た
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
削
居
の
出
土
に
よ
っ
て
、
紫
香
楽
官
の
中
心
的
な
建
物

が
宮
町
遺
跡
に
存
在
し
た
こ
と
が
き
わ
め
て
濃
厚
に
な
っ
た
。

⑬
は
、
駿
河
国
の
調
の
荷
札
で
あ
る
。
年
紀
の
天
平

一
三
年

一
〇
月
は
、
恭

仁
京
か
ら
紫
香
楽
地
方
に
通
ず
る
道
路
が
開
か
れ
る
天
平

一
四
年
二
月
よ
り
前
、

し
た
が
っ
て
、
紫
香
楽
宮
の
造
営
開
始
以
前
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
解
釈
で
き
る
。
紫
香
楽
宮
の
造
営
は
、
恭
仁
京
の
造
営
と
関
係
し
な
が
ら

進
め
ら
れ
た
。
０
も
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
①
は
、
恭
仁
京

に
集
積
さ
れ
た
も
の
が
紫
香
楽
宮
に
転
送
さ
れ
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

Ｚや
。⑭

は
、
「御
炊
殿
」
で
調
理
し
た

「食
」
の
支
給
に
関
す
る
伝
票
的
な
も
の

で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
前
述
の
０
も
伝
票
的
な
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
伝
票
的
な
内
容
の
木
簡
が
出
土
し
た
こ
と
は
、
削
居
や
帳
簿
の
出
土
と
と
も

に
、
近
く
に
事
務
官
庁
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「御
炊
殿
」
は

「御
」
と
あ
る
か
ら
、
調
理
の
対
象
も
し
く
は
こ
の
殿
舎
が
所
属
す
る
主
体
は
、

か
な
り
限
定
さ
れ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
谷
Ｓ
Ｖ

一
三
二
五
八
か
ら

「御

厨
」
と
書
か
れ
た
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
「御
厨
」

の
用
例
は
、
人
世
紀
で
は
き
わ
め
て
と
ぼ
し
く
、
「御
炊
殿
」
と
同
様
、
対
象

を
ご
く
限
定
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

⑭
⑫
は
、
墨
痕
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
判
読
で
き
な
い
。
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①
の
上
端
は
、
ご
く

一
部
分
が
原
形
を
留
め
て
い
る
。
第

一
字
日
は

「金
」

の
可
能
性
が
強
く
、
全
体
で

「金
光
明
寺
」
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑪

は
①
と
と
も
に
、
宮
町
遺
跡
と
仏
教
と
の
関
連
を
示
唆
し
て
い
る
。

以
上
の
検
討
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
に
宮
町
遺
跡
か
ら
出
土
し
た

木
簡
は
、
相
互
に
相
ま
っ
て
、
宮
町
遺
跡
が
紫
香
楽
宮
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

９
　
関
係
文
献

信
楽
町
教
育
委
員
会

『官
町
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
Ｉ

（
一
九
八
九
年
）

同

『紫
香
楽
宮
関
連
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
』
０

九
九
四
年
）

栄
原
永
遠
男

『今
よ
み
が
え
る
紫
香
楽
宮
』
（信
楽
町
教
育
委
員
会
、　
一
九
九
四

年
）鈴
木
良
章

「紫
香
楽
宮
関
連
遺
跡
の
調
査
」
３
日
本
歴
史
』
五
六
七
　
一
九
九

五
年
）

（８．
・‐９７　紺麻
逮鮮
男
）




